
電子提供措置の開始日 2024年5月31日

株主各位

2024年定時株主総会の招集に際しての
電子提供措置事項

【事業報告】
会社の体制及び方針

【連結計算書類】
連結計算書類の連結株主資本等変動計算書
連結計算書類の連結注記表

【計算書類】
計算書類の株主資本等変動計算書
計算書類の個別注記表

上記事項につきましては、法令及び当社定款第14条の規定に基づき、書面交付請求をいただいた株主
様に対して交付する書面への記載を省略しております。
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会社の体制及び方針
（1）業務の適正を確保するための体制
当社は、内部統制システムの構築に関する基本方針（以下、「本方針」とします。）を定め、本方針に基づき、当社及

び当社子会社（以下、「当社グループ会社」とします。）から成る企業集団（以下、「当社グループ」とします。）の業務
の適正を確保するために必要な体制を次のとおり整備、運用しております。

①取締役並びに従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・当社グループの全ての役員（取締役・執行役員・監査役のことをいいます。）及び全ての従業員（パートタイマ
ー・契約社員・派遣社員を含みます。）（以下、あわせて「当社グループ役職員」とします。）の法令等を遵守した
行動の徹底のために「NITTAグループ行動憲章」を定めております。

・当社グループのコンプライアンスを統括する機関として、取締役、監査役、事業部長等が出席する「コンプライ
アンス推進委員会」を定期的に開催し、グループ全体のコンプライアンス推進に係る重要な事項について審議し、
取締役会に定期的に報告しております。

・「コンプライアンス推進委員会」内に「コンプライアンス推進部会」を設け、当社グループ役職員への教育・研修
を推進しております。

・不祥事の未然防止や早期発見を目的に、経営陣から独立した内部通報制度を設け、運用しております。
・適正な財務報告を確保するための体制を構築し、運用しております。
・当社内部監査部門が定期的に当社グループの全社統制監査を実施し、当社監査役に報告しております。

②取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・株主総会議事録、取締役会議事録、経営会議議事録及び事業運営上の重要事項に関する稟議決裁書類は、文書で
記録し、10年間保存しております。取締役及び監査役は、いつでもこれらの文書を閲覧することができます。

・その他、取締役の職務に関する各種の文書、帳票類等については適用される法令及び社内規程に基づき、適切に
作成、保存、管理しております。

・情報セキュリティについては、「情報セキュリティ方針」、「情報セキュリティ管理規程」に基づき、管理責任体制
を整備しております。

・個人情報について、法令及び「個人情報管理方針」、「個人情報管理規程」に基づき適切に管理しております。
③損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・当社グループのリスク管理を統括する機関として、取締役、監査役、事業部長等が出席する「リスク管理委員会」
及び「サステナビリティ推進委員会」を定期的に開催し、グループ全体のリスク管理及び気候変動等サステナビ
リティ推進に係る重要な事項について審議し、取締役会に定期的に報告しております。

・当社グループ全体のリスク管理業務を担当する機関として、「リスク管理委員会」内に「リスク管理部会」を設置
しております。「リスク管理部会」は、当社グループとしてのリスクの把握及び対策を推進するため、当社事業部
門及びグループ会社に対してリスク管理に関する指導・支援を実施しております。
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・気候変動等サステナビリティに関連するリスク管理業務を担当する機関として、「サステナビリティ推進委員会」
内に「サステナビリティ推進部会」を設置しております。「サステナビリティ推進部会」は、当社グループとして
のサステナビリティに関連するリスクの把握及び対策を推進するため、当社事業部門及びグループ会社に対して
サステナビリティ推進に関する指導・支援を実施しております。

・当社コーポレート部門は、所管する業務に関するリスクの把握に努め、当社グループの経営に影響を及ぼす影響
を想定した上で、対応方針の策定及び対策を実施するなど、リスク管理を適切に実施しております。

・「品質・環境・労働安全衛生方針」に基づき、事業活動における品質・環境・労働安全衛生の継続的改善に取り組
んでおります。

・重大な損害を及ぼす恐れのある事故その他の事象が発生した場合には、初動対応を指揮命令する機関として、「危
機管理本部」をすみやかに設置し、損害の拡大あるいは事業が継続できなくなるリスクに対応します。

④取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・当社グループにおける各職位の権限及び責任の範囲については、「業務分掌規程」、「職務権限規程」、「稟議決裁規
程」並びに「関係会社管理規程」により適切に定め、効率的に職務執行する体制を確保しております。

・取締役会の意思決定の迅速化とリスク管理のため、重要事項は、常勤役員で構成される経営会議で事前に協議・
検討した後、取締役会で審議を行います。

・執行役員制度の下、取締役会の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離させるとともに業務執行権限の委譲を
行い、効率的な業務執行を図っております。

⑤当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
・当社グループは、関係法令及び「NITTAグループ行動憲章」等に基づいて、公正な取引、企業倫理、環境保全、
並びにサステナビリティとコンプライアンスの推進活動を行っております。

・当社グループ会社の管理については、「関係会社管理規程」に基づき、主管部門を定め、管理・助言・指導を行う
とともに、経営上必要な事項に関しては、主管部門を通じて当社に対する定期的な報告を義務づけております。
また、当社グループ会社の事業運営に関する重要な事項については、「関係会社管理規程」において、当社の承認
を要することとし、当社の経営会議あるいは取締役会での審議・承認を義務づけております。

・以下の事項について、担当部署を定め、当社と当社グループ会社で協力あるいは当社が支援することにより実施
しております。
ａ．コンプライアンス教育
ｂ．グループ安全衛生委員会運営を通じた労働安全衛生の推進
ｃ．ＩＳＯの新規取得・更新審査対応、規定の見直し
ｄ．グループ総合防災訓練を通じた非常事態発生時の報告体制等の徹底やＢＣＰに関する指導
ｅ．当社内部監査部門によるグループ会社の内部監査・是正指導

⑥監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・当社監査役は、取締役会、経営会議、業況報告会、及び各種社内委員会等の重要会議に出席し、取締役の説明、
報告内容を確認するとともに、意見を述べることができます。
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・当社監査役は、代表取締役と定期的に意見交換を行っております。
・当社監査役は、会計監査人から定期的に監査実施状況等について報告を受け、意見交換を行っております。
・当社監査役は、内部監査部門から定期的に内部監査の実施状況等について報告を受け、意見交換を行っておりま
す。

・当社監査役は、当社グループ会社監査役から定期的にグループ会社における監査実施状況等について報告を受け、
意見交換を行っております。

・当社監査役は、監査機能を担う者として期待される役割を適切に果たすため、監査品質の向上に向けた自己研鑽
に努めます。

⑦監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
・当社監査役の職務を補助する組織を設け、監査役会の主導で職務を遂行する専属の従業員を置いております。ま
た、内部監査担当者をはじめ、社内関係者により協力を行っております。

⑧前項の従業員の取締役からの独立性及び監査役の指示の実効性の確保に関する事項
・前項の従業員の取締役からの独立性及び当社監査役の指示の実効性を確保するため、当該従業員の任命、異動に
関しては、事前に当社監査役会と協議しております。

⑨当社グループの取締役及び従業員等が監査役に報告をするための体制及び報告をした者が当該報告をしたことを理
由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
・当社グループの役職員が当社グループ監査役に報告すべき事項は、法令及び定款その他の社内規程に定められた
事項としております。

・当社グループは、上記①に定める内部通報制度の一次窓口を外部第三者機関に委託し、二次窓口は社外取締役並
びに当社監査役として一次窓口から報告を受け取っております。

・当社グループは、法令及び「NITTAグループホットライン規程」に基づき、通報したことを理由として、通報者
に対して不利な取扱いを禁止するとともに、通報対応業務及び調査に従事する者に対して、通報者等を特定させ
る情報についての守秘義務を課し、これを徹底しております。

⑩監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用また
は債務の処理に係る方針に関する事項
・当社監査役が監査役としての職務を執行するために生ずる合理的な費用を請求した場合、会社は遅滞なく全額を
支払うものと定めております。

・当社監査役が上記⑥に定める自己研鑽のために生ずる合理的な費用を支出した場合、会社はこれを負担します。
⑪反社会的勢力排除に向けた体制の整備
・当社は、反社会的勢力排除に向け、市民生活や企業活動の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力・団体・個人
には法令に基づき毅然として対処します。その旨を「NITTAグループ行動憲章」及び「反社会的勢力対応規程」
に定め、役職員にこれらを周知徹底し、反社会的勢力と一切の関係を遮断するとともに、これらの活動を助長す
るような行為は一切行わないと定めております。

・反社会的勢力による不当・不法な要求等に関しては、警察・暴力追放センター等外部の関連機関と緊密に連携を
図り、全社を挙げて組織的に対処します。
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（2）業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
上記（1）①及び⑤の体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。
①内部統制システム全般

当社は、内部統制システムの不断の見直しによって、当社グル―プの業務の適正を確保するために必要な体制
（内部統制システム）の整備・強化に取り組んでおります。
当社グループの内部統制システムの整備並びに運用状況の有効性を当社の内部監査部門がモニタリングしてこれ

を評価し、改善を図っております。
②コンプライアンス

当社は、「NITTAグループ行動憲章」を制定し、コンプライアンスについて、社内研修やｅラーニングでの教育
及び会議体での説明を行い、法令及び定款を遵守するための取組みを定期的に行っております。
また、当社は前述のとおり、「コンプライアンス推進委員会」を設置し、コンプライアンス並びに環境・安全・衛

生等に関する事項について討議・検討を行っております。当期は、同委員会を４回開催しました。更に、「コンプラ
イアンス推進部会」を設置して定期的に開催し、コンプライアンスの推進等に関する取組みを企画・実施していま
す。
また、当社グループ内の不正行為等の未然防止や早期発見を目的とした内部通報制度（NITTAグループホットラ

イン）を設け、運営しております。
③リスク管理体制

当社は、前述のとおり、「リスク管理委員会」を設置し、同委員会において災害・事故への対応やリスク管理につ
いても討議・検討を行っております。当期は、同委員会を４回開催しました。更に、「リスク管理部会」を設置して
定期的に開催し、リスクの把握及び回避・防止に取り組んでおります。
また、気候変動等サステナビリティに関連するリスク管理体制としては、前述のとおり、「サステナビリティ推進

委員会」を設置し、同委員会においてサステナビリティに関連するグループ全体のリスクについて討議・検討を行
っております。当期は、同委員会を４回開催しました。更に、「サステナビリティ推進部会」を設置して定期的に開
催し、リスクの把握及び対策に取り組んでおります。

④内部監査
当社の内部監査部門が作成した内部監査計画に基づき、当社及びグループ各社の内部監査を実施いたしました。
内部監査の結果については、定期的に当社監査役と連携を図りながら、社外取締役並びに社外監査役が出席する

「コンプライアンス推進委員会」において、取締役及び監査役に報告しております。

（3）株式会社の支配に関する基本方針
①基本方針の内容及びその取組み（概要）

当社取締役会は、上場会社である当社の株式は、株主、投資家の皆様による自由な取引が認められており、当社
の株式に対する大規模買付行為またはこれに類似する行為があった場合においても、一概にこれを否定するもので
はなく、最終的には株主の皆様の自由な意思により判断されるべきであると考えます。
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しかしながら、近年わが国の資本市場においては、対象となる企業の賛同を得ずに、一方的に大規模買付行為ま
たはこれに類似する行為を強行する動きが顕在化しております。
当社の財務及び事業の方針を決定する者の在り方としては、当社の経営理念、経営指針、企業価値のさまざまな

源泉、当社を支えるステークホルダーとの信頼関係などを充分に理解し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益
を中長期的に確保、向上させる者でなければならないと考えております。従いまして、企業価値ひいては株主共同
の利益を毀損するおそれのある不適切な大規模買付行為またはこれに類似する行為を行う者は、当社の財務及び事
業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えます。
当社は、当社株式の大規模な買付行為がなされた場合において、これを受け入れるかどうかは、最終的には株主

の皆様のご判断に委ねられるべきものであるという考えから、2007年６月26日開催の第78期定時株主総会におい
て、買収防衛策の導入は株主総会の決議で定めることができるとする定款変更を行いました。また、同時に買収防
衛策の内容についても株主の皆様にお諮りし、ご承認いただいております。また、本買収防衛策の有効期間は２年
間としておりましたので、2009年６月25日開催の第80期定時株主総会において、同内容の買収防衛策の有効期間
を３年に変更した上で、2012年６月26日開催の第83期定時株主総会、2015年６月24日開催の第86期定時株主
総会、2018年６月22日開催の第89期定時株主総会及び2021年6月24日開催の第92期定時株主総会において承認
を得て継続しております。
なお、その概要は次のとおりであります。
議決権割合が20％以上となるような当社株式の大規模買付行為を行おうとする者（当社取締役会が同意した者を

除く）に対し、（1）事前に大規模買付者の概要、買付目的、買付価格の根拠及び経営方針などに関する必要かつ十
分な情報を当社取締役会に提出すること、（2）当社取締役会による当該大規模買付行為に対する評価期間が経過し
た後に大規模買付行為が開始されるべきであること、とするルールを設定し、このルールが遵守されない場合には、
株主利益の保護のため、対抗措置として新株予約権の無償割当を行う可能性があることといたしました。
また、大規模買付ルールが遵守された場合でも、当該大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益

を著しく損なうと判断される場合には、例外的に、取締役の善管注意義務に基づき、前記の対抗措置をとることも
あるとしております。
なお、公正を期するため、大規模買付行為に対して、取締役会が講じる措置の是非を検討し、取締役会に勧告す

る機関として、当社の社外取締役及び社外監査役による独立委員会を設置しております。
②具体的な取組みに対する当社取締役の判断及びその理由

①に記載した当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の会社支配に関する基本方針の実現に資す
る特別な取組みは、当社の企業価値・株主共同の利益を向上させるための具体的方策であり、当社の基本方針に沿
うものです。
また、本対応方針は、当社取締役会から独立した組織として独立委員会を設置し、対抗措置の発動・不発動の判

断の際には取締役会はこれに必ず諮問することとなっていること、本対応方針の有効期間は３年であり、その継続
については株主の皆様のご承認をいただくこととなっていること等その内容において公正性・客観性が担保される
工夫がなされている点において、企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであって、当社の会社役員の地位
の維持を目的とするものではありません。
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連結株主資本等変動計算書（2023年４月１日から2024年３月31日まで） （単位：百万円）

株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 8,060 7,098 110,972 △5,608 120,523
当期変動額
剰余金の配当 △3,232 △3,232
親会社株主に帰属する当期純利益 9,857 9,857
自己株式の取得 △134 △134
自己株式の処分 16 222 238
株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

当期変動額合計 ― 16 6,625 87 6,728

当期末残高 8,060 7,114 117,597 △5,520 127,252

その他の包括利益累計額

非支配株主持分 純資産合計その他
有価証券
評価差額金

為替換算
調整勘定

退職給付に係る
調整累計額

その他の
包括利益
累計額合計

当期首残高 3,501 4,760 △31 8,230 696 129,450
当期変動額
剰余金の配当 △3,232
親会社株主に帰属する当期純利益 9,857
自己株式の取得 △134
自己株式の処分 238
株主資本以外の項目の当期
変動額（純額） 1,871 3,052 872 5,796 35 5,832

当期変動額合計 1,871 3,052 872 5,796 35 12,560
当期末残高 5,373 7,812 840 14,027 731 142,011
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連結注記表

１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項等
（1）連結の範囲に関する事項

連結子会社の数 32社
主要会社名：ニッタ化工品㈱、㈱パワーテクノ、ニッタテクノソリューションズ㈱、

ニッタエアソリューションズ㈱、浪華ゴム工業㈱、
ニッタコーポレーションオブアメリカ、
ニッタムアーメキシコ S.de R.L.de C.V.、
韓国ニッタムアー㈱、ニッタムアー科技（常州）有限公司

（2）持分法の適用に関する事項
① 持分法適用の非連結子会社 なし
② 持分法適用の関連会社 10社

主要会社名：ゲイツ・ユニッタ・アジア㈱、ニッタ・デュポン㈱
なお、当社の持分法適用会社であったゲイツコリアCO.,LTDは、清算手続き結了に伴い持分法の適用から除
外しております。

③ 持分法の適用の手続きについて特に記載する必要があると認められる事項
持分法適用会社のうち決算日が異なる会社については、当該会社の事業年度に係る財務諸表を使用しており
ます。

（3）連結子会社の事業年度に関する事項
ニッタコーポレーションインディアPVT.LTD.は３月末日、その他の31社の決算日は12月末日であります。連
結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。

（4）会計方針に関する事項
① 重要な資産の評価基準及び評価方法
イ．有価証券

その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの…時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法に
より算定）

市場価格のない株式等………………移動平均法による原価法
ロ．デリバティブ

時価法

2024年05月23日 17時24分 $FOLDER; 8ページ （Tess 1.50(64) 20240402_01）



連結計算書類

8

ハ．棚卸資産
主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法に
より算定）

② 重要な減価償却資産の減価償却の方法
イ．有形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数については下記のとおりとしております。
建物及び構築物 ２〜50年
機械装置及び運搬具 ２〜17年

ロ．無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。
自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しておりま
す。

ハ．所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する償却方法と同一の方法によっております。

ニ．所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし残存価額を零とする定額法によっております。

ホ．使用権資産
リース期間を耐用年数とし残存価額を零とする定額法によっております。

③ 重要な引当金の計上基準
イ．貸倒引当金

売上債権等の将来の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権及び破
産更生債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

ロ．賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

④ 退職給付に係る会計処理の方法
イ．退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法について
は、給付算定式基準によっております。

ロ．数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異は、主としてその発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による
定額法により按分した額を翌連結会計年度より費用処理することとし、過去勤務費用についてはその発生
時に費用処理することとしております。

ハ．一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給
額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
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⑤ 収益及び費用の計上基準
イ．商品及び製品の販売

当社及び連結子会社のベルト・ゴム製品、ホース・チューブ製品、化工品、その他産業製品の各事業では、
主に完成した製品を顧客に供給することを履行義務としており、原則として製品を引き渡した時点におい
て支配が顧客に移転して履行義務が充足されると判断していることから、当時点において収益を認識して
おりますが、製品等の国内販売においては、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転される時までの期間
が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。
取引価格の算定については、顧客との契約において約束された対価から、値引き額等を控除した金額で算
定しております。
なお、買戻し契約に該当する有償支給取引については、金融取引として有償支給先に残存する支給品につ
いて棚卸資産を認識するとともに、有償支給先に残存する支給品の期末棚卸高相当額について「有償支給
取引に係る負債」を認識しております。有償支給取引については、加工代相当額のみを純額で収益を認識
しております。
また、顧客への製品の販売における当社の役割が代理人に該当する取引については、当該対価の総額から
第三者に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識しております。

ロ．工事契約
化工品事業の一部事業において、顧客と工事契約を締結しております。工事契約に係る収益につきまして
は、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認
識しております。進捗度の測定は、発生した原価が履行義務の充足における進捗度に比例すると判断して
いるため、各報告期間の期末日までに発生した工事原価が予想される工事原価の総額に占める割合に基づ
いて行っております。なお、工期が短い工事契約は完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しており
ます。

ハ．不動産事業
不動産事業における収益は、不動産賃貸収入であり、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13
号 2007年３月30日 企業会計基準委員会）に従い、賃貸借契約期間にわたって収益を認識しておりま
す。

ニ．経営指導事業
経営指導事業につきましては、契約に基づき役務を提供する期間にわたり収益を認識しております。これ
は日常的な反復サービスであり、顧客との契約における義務を履行するにつれて顧客が便益を享受すると
考えられるためです。
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⑥ 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理してお
ります。なお、在外子会社等の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び
費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び非支配株主
持分に含めております。

⑦ のれんの償却方法及び償却期間
のれんの償却については、その効果が発現すると見積もられる期間で均等償却しております。

2．会計上の見積りに関する注記
ニッタムアーメキシコＳ.ｄｅ Ｒ.Ｌ.ｄｅ Ｃ.Ｖ.の固定資産の減損

（1）当年度に連結計算書類に計上した金額
（百万円）

当連結会計年度
有形固定資産の額 1,100

（2）算出方法
当社の連結子会社であるニッタムアーメキシコＳ.ｄｅ Ｒ.Ｌ.ｄｅ Ｃ.Ｖ.（以下ＮＭＭ社）は国際財務報告基準

を適用しており、減損の兆候があると認められる場合には減損テストを実施しております。減損テストにおける
回収可能価額の算定にあたっては使用価値と処分コスト控除後の公正価値のいずれか高い方を採用し、回収可能
価額が帳簿価額を下回った場合には、減損損失を計上します。ＮＭＭ社においては、資源価格や原材料価格、物
流費の高騰等に加え、ＥV化の進展等による競争環境の激化等により継続して営業損失を計上していることから、
固定資産の減損の兆候があると判断し、減損テストを実施しましたが、処分コスト控除後の公正価値が固定資産
の帳簿価額を上回っているため、減損損失を認識しておりません。

（3）主要な仮定
ＮＭＭ社の処分コスト控除後の公正価値の見積りについては、周辺土地の取引事例に基づく評価、建物及び機

械装置等の再調達原価、同資産の物理的、機能的、経済的な原価要素等を主要な仮定として使用しております。

（4）翌年度の財務諸表に与える影響
処分コスト控除後の公正価値の見積りに使用した主要な仮定は、見積りの不確実性が高く、当該固定資産につ

いて評価損の認識が必要となった場合には、翌連結会計年度の連結計算書類に重要な影響を与える可能性があり
ます。
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3．表示方法の変更
連結損益計算書関係

前連結会計年度において、「営業外費用」の「その他」に含めていた「訴訟関連費用」は、営業外費用の総額の
100分の10を超えたため、当連結会計年度においては区分掲記しております。
前連結会計年度において、「特別損失」の「その他」に含めていた「投資有価証券評価損」は、特別損失の総額

の100分の10を超えたため、当連結会計年度においては区分掲記しております。

4．追加情報
（従業員に信託を通じて自社の株式を交付する取引）

（1）取引の概要
当社は2020年12月４日の取締役会において、当社グループ従業員を対象とする従業員持株会信託型インセン

ティブ・プランとして、従業員持株ＥＳＯＰ信託（以下、「ＥＳＯＰ信託」という。）の導入を決議いたしました。
従業員持株会信託型インセンティブ・プランでは、当社が信託銀行にＥＳＯＰ信託を設定します。ＥＳＯＰ信

託は信託設定後約５年間にわたり持株会が取得すると見込まれる数の当社普通株式を、借入金を原資として当社
から第三者割当によって予め取得します。その後、ＥＳＯＰ信託は持株会に対して一定の計画に従って継続的に
その時々の時価で当社普通株式を売却します。信託終了時点でＥＳＯＰ信託内に株式売却益相当額が累積した場
合には、当該株式売却益相当額が信託収益として受益者要件を充足する者（持株会加入者）に分配されます。な
お、当社は、ＥＳＯＰ信託が当社普通株式を取得するための借入に対し保証をしているため、ＥＳＯＰ信託内に
株式売却損相当額が累積し、信託終了時点においてＥＳＯＰ信託内に当該株式売却損相当額の借入金残債がある
場合は、金銭消費貸借契約の保証条項に基づき当社が当該残債を弁済することとなります。

（2）信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により、純資産の部に自己株式

として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、当連結会計年度末440百万円、192千株であ
ります。

（3）総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額
当連結会計年度末 286百万円
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5．連結貸借対照表に関する注記
（1）受取手形及び売掛金のうち、顧客との契約から生じた債権の金額は、それぞれ以下の通りであります。

受取手形 1,223百万円
売掛金 16,443百万円

（2）棚卸資産の内訳
商品及び製品 8,875百万円
原材料及び貯蔵品 5,085百万円
仕掛品 970百万円

（3）減価償却累計額 58,608百万円

（4）圧縮記帳額
国庫補助金等の受入に伴い、有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳累計額
建物及び構築物 5百万円
その他の有形固定資産（立木） 1,045百万円
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6．連結損益計算書に関する注記
（1）売上高のうち、顧客との契約から生じる収益の額 87,635百万円
（2）研究開発費の総額 2,058百万円
（3）減損損失

当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
（単位：百万円）

用途 種類 場所 減損損失額

牧場関連設備 工具器具及び備品、その他 新田牧場（北海道中川郡） 26

ホース・チューブ事業設備 工具器具及び備品 明石工場（兵庫県加古郡） 4

当社グループは、主として管理会計上の区分に基づく主要製品群別にグルーピングを行っております。なお、
賃貸用不動産、遊休資産等については個別物件単位にてグルーピングを行っております。
市況の悪化により営業活動から生じる損益またはキャッシュ・フローが継続してマイナスとなる見込みである

資産グループについて帳簿価額を回収可能価額まで減額しております。
減損損失の内訳は、工具器具備品5百万円、その他26百万円であります。
なお、回収可能価額は正味売却価額により測定し、他への転用や売却が困難であるものについては備忘価額

1円としております。

7．連結株主資本等変動計算書に関する注記
（1）発行済株式の種類及び総数ならびに自己株式の種類及び株式数に関する事項

当連結会計
年度期首株式数

当連結会計年度
増加株式数

当連結会計年度
減少株式数

当連結会計
年度末株式数

発行済株式 株 株 株 株
普通株式 30,272,503 − − 30,272,503

自己株式
普通株式 2,423,753 45,242 96,665 2,372,330

（注）１．自己株式（普通株式）の増加は、単元未満株式の買い取り及び取締役会決議に基づく自己株式の取得によるものであります。
２．自己株式（普通株式）の減少は、従業員持株会信託型ＥＳＯＰから従業員持株会への売却及び2022年8月22日に実施した譲渡制限

付き株式報酬としての自己株式処分によるものであります。
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（2）配当金に関する事項
① 配当金の支払

決議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり
配当金額 基準日 効力発生日

2023年６月27日開催
第94期定時株主総会 普通株式 1,686百万円 60円 2023年３月31日 2023年６月28日

2023年11月２日開催
取締役会 普通株式 1,545百万円 55円 2023年９月30日 2023年12月5日

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期になるもの
2024年６月25日開催の第95期定時株主総会において次のとおり付議いたします。

決議予定 株式の種類 配当金の総額 配当の原資 １株当たり
配当金額 基準日 効力発生日

2024年６月25日開催
第95期定時株主総会 普通株式 1,882百万円 利益剰余金 67円 2024年

３月31日
2024年
６月26日

8．金融商品に関する注記
（1）金融商品の状況に関する事項
① 金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については短期的な預金等を中心に安全性の高い金融資産に限定し、資金調達に
ついては銀行等金融機関からの借入による方針であります。デリバティブは、為替の変動によるリスク回避を
目的としており、投機的な取引は行わない方針であります。

② 金融商品の内容及びそのリスクならびにリスク管理体制
営業債権である受取手形、売掛金及び電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに

関しては、当社グループの与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取
引先の信用状況を定期的に把握する体制としております。
有価証券及び投資有価証券のうち有価証券はコマーシャルペーパー及び信託受益権であります。また、投資

有価証券は株式及び債券であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、株式は、主に業務上の関係を
有する企業の株式であり、債券は、高格付けの債券であります。定期的に把握された時価が社内関連部門及び
担当役員に報告されております。
営業債務である支払手形、買掛金及び電子記録債務は、そのほとんどが１年以内の支払期日であります。
デリバティブ取引は外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした先物為替

予約取引であります。デリバティブ取引に関しては社内規程を設け、取引の実行及び管理は資金担当部門が行
っております。なお、デリバティブ取引の状況は、その都度社内関連部門及び担当役員に報告され、取引状況
の把握ならびに必要な対応策について協議がなされております。
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また、営業債務は、流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、各社が月次に資金繰計画を作
成するなどの方法により管理しております。

（2）金融商品の時価等に関する事項
2024年３月31日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、

次のとおりです。なお、市場価格のない株式等（連結貸借対照表計上額35,893百万円）は、「その他有価証券」
には含めておりません。
また、「現金及び預金」の現金については、現金であること、「現金及び預金」の預金、「受取手形及び売掛金」、

「電子記録債権」、「支払手形及び買掛金」、「電子記録債務」は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似する
ことから、注記を省略しております。

（単位：百万円）
連結貸借対照表計上額 時価 差額

有価証券及び投資有価証券
有価証券 5,499 5,499 −
その他有価証券 16,926 16,926 −

資産計 22,426 22,426 −
長期借入金 286 286 −
負債計 286 286 −
デリバティブ取引（＊）
ヘッジ会計が適用されていないもの 0 0 −

デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目につ
いては（ ）で示しています。

（3）金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに

分類しております。
レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属

するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
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① 時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産
（単位：百万円）

時価
レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券
その他有価証券 12,907 4,018 − 16,926

資産計 12,907 4,018 − 16,926
デリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないもの − 0 − 0

② 時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産以外の金融資産
（単位：百万円）

時価
レベル１ レベル２ レベル３ 合計

有価証券
コマーシャルペーパー及び信託受益権 − 5,499 − 5,499

資産計 − 5,499 − 5,499

③ 時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融負債
（単位：百万円）

時価
レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期借入金 − 286 − 286
負債計 − 286 − 286
（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

投資有価証券
上場株式及び社債は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価をレベル１の時価に

分類しております。一方で、当社が保有している社債は、市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認められないた
め、その時価をレベル２の時価に分類しております。

デリバティブ
為替予約の時価は金利や為替レート等の観察可能なインプットを用いて算定しており、レベル２の時価に分類しております。

有価証券
コマーシャルペーパー及び信託受益権は、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、帳簿価額によっており、

レベル２の時価に分類しております。
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長期借入金
従業員持株会信託型ESOP導入に伴う信託口における金融機関からの借入金であり、当該借入金は短期間で市場金利を反映するため、

時価は帳簿価額にほぼ等しい事から、レベル2の時価に分類しております。

9．賃貸等不動産に関する注記
当社グループでは、東京都その他の地域において、賃貸用不動産を所有しております。賃貸用不動産は、賃貸収

益を得ることを目的とした賃貸オフィスビル（土地を含む。）、賃貸商業施設（土地を含む。）であります。なお、賃
貸オフィスビル、賃貸商業施設の一部については、当社及び一部の子会社が使用しているため、賃貸等不動産とし
て使用される部分を含む不動産としております。
これら賃貸等不動産及び賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産に関する連結貸借対照表計上額、当期

増減額及び時価は、次のとおりであります。
（単位：百万円）

連結貸借対照表計上額
当連結会計
年度末の時価当連結会計

年度期首残高
当連結会計
年度増減額

当連結会計
年度末残高

賃貸等不動産 768 △57 711 838
賃貸等不動産として使用
される部分を含む不動産 4,036 △75 3,960 11,022

（注１）連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。
（注２）当期増減額の「賃貸等不動産」、「賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産」は主として、減価償却による減少であります。
（注３）当連結会計年度末の時価は、主要な物件については社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価基準に基づく金額、その他の物件につい

ては、一定の評価額や適切に市場価格を反映していると考えられる指標に基づいて自社で算定した金額であります。

また、賃貸等不動産及び賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産に関する2024年３月期における損益
は、次のとおりであります。

（単位：百万円）
賃貸収益 賃貸費用 差額

賃貸等不動産 254 155 98
賃貸等不動産として使用
される部分を含む不動産 719 633 86
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10．収益認識に関する注記
（1）顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：百万円）
報告セグメント

その他
（注）1 合計ベルト・

ゴム製品
事業

ホース・
チューブ
製品事業

化工品
事業

その他
産業用
製品事業

不動産
事業

経営指導
事業 計

日本 16,673 20,432 9,671 10,732 − 1,805 59,314 1,298 60,613
アジア・オセアニア 4,397 8,302 1,912 742 − − 15,355 − 15,355
北米・南米 6,039 2,660 − − − − 8,699 − 8,699
ヨーロッパ 2,387 60 238 − − − 2,686 − 2,686
その他 37 242 − − − − 279 − 279
顧客との契約から
生じる収益 29,535 31,697 11,822 11,475 − 1,805 86,336 1,298 87,635

その他の収益（注）2 − − − − 973 − 973 − 973
外部顧客への売上高 29,535 31,697 11,822 11,475 973 1,805 87,310 1,298 88,609
（注１）「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、自動車運転免許教習事業、山林事業、畜産事業、業務受託等

を含んでおります。
（注２）「その他の収益」は、「リース取引に関する会計基準」に基づく不動産賃貸収入であります。

（2）顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項等「（4）会計方針に関する事項 ⑤収益及び費用の計上

基準」に記載のとおりであります。

（3）当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
（単位：百万円）

当連結会計年度
顧客との契約から生じた債権（期首残高） 18,053
顧客との契約から生じた債権（期末残高） 17,667
契約資産（期首残高） 265
契約資産（期末残高） 60
契約負債（期首残高） 183
契約負債（期末残高） 221
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11．１株当たり情報に関する注記
（1）１株当たり純資産額 5,063円77銭
（2）１株当たり当期純利益 353円84銭

12．重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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株主資本等変動計算書（2023年４月１日から2024年３月31日まで） （単位：百万円）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本
準備金

その他
資本
剰余金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他利益剰余金 利益
剰余金
合計

圧縮
積立金

別途
積立金

繰越利益
剰余金

当期首残高 8,060 7,608 512 8,120 503 75 12,900 62,737 76,216
当期変動額
剰余金の配当 △3,232 △3,232
圧縮積立金の取崩 △2 2 ―
当期純利益 5,525 5,525
自己株式の取得
自己株式の処分 16 16
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)

当期変動額合計 ― ― 16 16 ― △2 ― 2,296 2,293
当期末残高 8,060 7,608 528 8,136 503 72 12,900 65,033 78,510

株主資本 評価・換算
差額等

純資産
合計自己

株式
株主
資本
合計

その他
有価証券
評価
差額金

評価・
換算
差額等
合計

当期首残高 △5,608 86,789 3,480 3,480 90,270
当期変動額
剰余金の配当 △3,232 △3,232
圧縮積立金の取崩 ― ―
当期純利益 5,525 5,525
自己株式の取得 △134 △134 △134
自己株式の処分 222 238 238
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額) 1,826 1,826 1,826

当期変動額合計 87 2,397 1,826 1,826 4,224
当期末残高 △5,520 89,187 5,307 5,307 94,494
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個別注記表

１．重要な会計方針に係る事項
（1）資産の評価基準及び評価方法
イ．有価証券

子会社株式及び関連会社株式………移動平均法による原価法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの…時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法によ
り算定）

市場価格のない株式等………………移動平均法による原価法
ロ．棚卸資産

総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定）

（2）固定資産の減価償却の方法
イ．有形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数については下記のとおりとしております。
建物及び構築物 ２〜50年
機械装置及び運搬具 ２〜17年

ロ．無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。
自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しておりま
す。

ハ．リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

（3）引当金の計上基準
イ．貸倒引当金

売上債権等の将来の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権及び破産
更生債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

ロ．賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
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ハ．退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事
業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
数理計算上の差異については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度より費用処理することとし、過去勤務費用についてはそ
の発生時に費用処理することとしております。
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結計算書類におけ
るこれらの会計処理の方法と異なっております。

（4）収益及び費用の計上基準
① 商品及び製品の販売

当社のベルト・ゴム製品、ホース・チューブ製品、その他産業用製品の各事業では、主に完成した製品を顧
客に供給することを履行義務としており、原則として製品を引き渡した時点において支配が顧客に移転して
履行義務が充足されると判断していることから、当時点において収益を認識しておりますが、製品等の国内
販売においては、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、
出荷時に収益を認識しております。
取引価格の算定については、顧客との契約において約束された対価から、値引き額等を控除した金額で算定
しております。
なお、買戻し契約に該当する有償支給取引については、金融取引として有償支給先に残存する支給品につい
て棚卸資産を認識するとともに、有償支給先に残存する支給品の期末棚卸高相当額について「有償支給取引
に係る負債」を認識しております。有償支給取引については、加工代相当額のみを純額で収益を認識してお
ります。
また、顧客への製品の販売における当社の役割が代理人に該当する取引については、当該対価の総額から第
三者に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識しております。

② 不動産事業
不動産事業における収益は、不動産賃貸収入であり、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号
2007年３月30日 企業会計基準委員会）に従い、賃貸借契約期間にわたって収益を認識しております。

③ 経営指導事業
経営指導事業につきましては、契約に基づき役務を提供する期間にわたり収益を認識しております。これは
日常的な反復サービスであり、顧客との契約における義務を履行するにつれて顧客が便益を享受すると考え
られるためです。
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2．会計上の見積りに関する注記
関係会社株式及び関係会社出資金の評価

（1）当年度に計算書類に計上した金額
関係会社株式 15,164百万円
関係会社出資金 6,022百万円

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社では、計算書類の作成にあたり、市場価格のない関係会社株式及び関係会社出資金については、実質価額

と取得価額を比較し、株式の実質価額が著しく下落している場合には、将来の回復可能性が十分な証拠によって
裏付けられる場合を除き、実質価額まで減額する方針としております。
なお、当事業年度においては、実質価額が取得価額に比べ著しく下落した関係会社株式及び関係会社出資金は

なく、減損処理が必要な関係会社株式及び関係会社出資金はないと判断いたしました。そのため、回復可能性の
見積りは行っておりません。
今後、関係会社の事業環境等が変動することにより、関係会社株式又は関係会社出資金の実質価額を著しく低

下させる変化が生じた場合、翌事業年度の計算書類の関係会社株式、関係会社出資金、関係会社株式評価損、関
係会社出資金評価損に影響を与える可能性があります。

3．表示方法の変更
損益計算書関係

前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めていた「訴訟関連費用」は、営業外費用の総額の100
分の10を超えたため、当事業年度においては区分掲記しております。
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4．追加情報
（従業員に信託を通じて自社の株式を交付する取引）

（1）取引の概要
当社は2020年12月４日の取締役会において、当社グループ従業員を対象とする従業員持株会信託型インセン

ティブ・プランとして、従業員持株ＥＳＯＰ信託（以下、「ＥＳＯＰ信託」という。）の導入を決議いたしました。
従業員持株会信託型インセンティブ・プランでは、当社が信託銀行にＥＳＯＰ信託を設定します。ＥＳＯＰ信

託は信託設定後約５年間にわたり持株会が取得すると見込まれる数の当社普通株式を、借入金を原資として当社
から第三者割当によって予め取得します。その後、ＥＳＯＰ信託は持株会に対して一定の計画に従って継続的に
その時々の時価で当社普通株式を売却します。信託終了時点でＥＳＯＰ信託内に株式売却益相当額が累積した場
合には、当該株式売却益相当額が信託収益として受益者要件を充足する者（持株会加入者）に分配されます。な
お、当社は、ＥＳＯＰ信託が当社普通株式を取得するための借入に対し保証をしているため、ＥＳＯＰ信託内に
株式売却損相当額が累積し、信託終了時点においてＥＳＯＰ信託内に当該株式売却損相当額の借入金残債がある
場合は、金銭消費貸借契約の保証条項に基づき当社が当該残債を弁済することとなります。

（2）信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により、純資産の部に自己株式

として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、当事業年度末440百万円、192千株でありま
す。

（3）総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額
当事業年度末 286百万円

2024年05月23日 17時24分 $FOLDER; 25ページ （Tess 1.50(64) 20240402_01）



計算書類

25

5．貸借対照表に関する注記
（1）受取手形及び売掛金のうち、顧客との契約から生じた債権の金額は、それぞれ以下の通りであります。

受取手形 549百万円
売掛金 9,653百万円

（2）有形固定資産の減価償却累計額 37,640百万円

（3）偶発債務
保証債務 2百万円
子会社の金融機関からの借入金等に対する保証を行っております。

（4）関係会社に対する金銭債権・債務
短期金銭債権 9,133百万円
長期金銭債権 2,349百万円
短期金銭債務 1,913百万円
長期金銭債務 14百万円

（5）圧縮記帳額
国庫補助金等の受入に伴い、有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳累計額
構築物 5百万円
その他の有形固定資産（立木） 1,045百万円

6．損益計算書に関する注記
（1）関係会社との取引高

売上高 15,005百万円
仕入高 9,312百万円
販売費及び一般管理費 64百万円
営業取引以外の取引高 4,496百万円

（2）研究開発費 1,827百万円
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7．株主資本等変動計算書に関する注記
自己株式の種類及び株式数に関する事項

（単位：株）
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式 2,423,753 45,242 96,665 2,372,330
合計 2,423,753 45,242 96,665 2,372,330

（注）１．自己株式（普通株式）の増加は、単元未満株式の買い取り及び取締役会決議に基づく自己株式の取得によるものであります。
２．自己株式（普通株式）の減少は、従業員持株会信託型ＥＳＯＰから従業員持株会への売却及び2022年８月22日に実施した譲渡制限

付き株式報酬としての自己株式処分によるものであります。

8．税効果会計に関する注記
（1）繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
退職給付引当金 917百万円
関係会社株式・関係会社出資金評価損 518
減損損失 123
賞与引当金 247
その他 534

繰延税金資産小計 2,341
評価性引当額 △711

繰延税金資産合計 1,629
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 △2,309
固定資産圧縮積立金 △31
その他 △496

繰延税金負債合計 △2,838
繰延税金負債の純額 △1,208

2024年05月23日 17時24分 $FOLDER; 27ページ （Tess 1.50(64) 20240402_01）



計算書類

27

9．関連当事者との取引に関する注記
子会社等

属性 会社等
の名称 住所 資本金

（百万円）

議決権等
の所有

（被所有）
割合（％）

事業の内容
関係内容

取引の
内容

取引金額
（百万円） 科目 期末残高

（百万円）役員等の
兼任等

事業上
の関係

子会社 ニッタ
化工品㈱

大阪市
浪速区 90 所有直接100.0

ゴ ム製品、
合成樹脂製
品の製造、
加工、販売

兼任３人 当社取扱製
品の製造

資金の
貸付 − 短期

貸付金 3,000

子会社 韓国ニッタ
ムアー㈱ 大韓民国 79 所有直接100.0

ホース・チ
ューブ製品
の製造、販
売

兼任３人

当社製品の
販売、ロイ
ヤリティ及
び子会社製
品の購入

資金の
貸付 990 関係会社

長期貸付金 2,070
資金の
回収 180

関連
会社

ゲイツ・
ユニッタ・
アジア㈱

大阪市
浪速区 380 所有直接49.0

タイミング
ベルト、プ
ーリの製造
販売

兼任４人

当社取扱商
品の製造、
不動産の賃
貸、間接業
務の受託

仕入 6,287 買掛金 570

（注）取引金額、貸付金期末残高には消費税等を含めず、買掛金期末残高には消費税等を含んで表示しております。

取引条件及び取引条件の決定方針等
取引の目的、選定プロセス、独立当事者間価格であるかの協議をし、価格その他の取引条件については、市場価

格を勘案し、一般取引条件と同様に決定しております。

10．収益認識に関する注記
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「連結注記表 10．収益認識に関する注記」

に同一の内容を記載しているため注記を省略しております。

11．１株当たり情報に関する注記
（1）１株当たり純資産額 3,386円88銭
（2）１株当たり当期純利益 198円35銭
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12．連結配当規制適用会社に関する注記
当社は連結配当規制の適用会社であります。

13．重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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